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● 依 頼 論 文

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か

——近代法体系の内破と新たな法体系の生成へ

前田幸男

はじめに——「気候変動と21世紀の平和」プロジェクト立ち上げ
の経緯

平和学は，気候危機とコロナ禍という「ノン・ヒューマン」1からのシ

グナルにどのように向き合い，平和を創っていくことができるか。この

問いが「気候変動と21世紀の平和」プロジェクト立ち上げの契機であっ

た。消極的平和，そして積極的平和の条件となる Joint-life-projectを組

むパートナーは誰か。ヒトは何に生かされてきたのか。平和は関係性で成

り立つが，ノン・ヒューマンとのいかなる関係性のおかげで現在の「ヒト

の平和」が成立しているのか。こうした諸関係への理解を深め，それらを

自ら破壊しないようにしなければ，その「平和」は崩れ落ちかねない。そ

うしたノン・ヒューマンとの関係性への深い理解を希求するモーメントが

平和学には必要ではないかという問題意識の浮上がプロジェクト登場の背

景にある。

加えて，当プロジェクト立ち上げのより根源的な背景として，十分考慮

されてこなかったヒトの諸活動による地球への物理的な影響力の著しい増

大という問題がある。近年，地質学の世界では，これを「人新世（Anthro-

pocene）」という新しい地質年代として捉えるべきかどうか，論争が続い
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ている。また地質学にとどまらず，論争の影響は他分野へも広がってきた

（前田［2018a］）。

しかし，今日まで続く平和研究の多くはヒトとヒトの間に横たわる暴

力を研究テーマに据えてきた。ただし，こうしたヒト間の暴力でも，根本

的なレベルでは，ヒトがノン・ヒューマンに対して行使しているのと同

様な「主体として認めないという暴力（例：かつての黒人奴隷の否認）」や

「ヒト世界の外側に捨象して無視する暴力（例：気候や COVID-19など）」

がその背景には存在する。2022年2月から始まったウクライナ危機一つ

とっても，大地をヒトが破壊すれば，日常生活にどのように跳ね返ってく

るかは時間とともに痛感されていく。そこで本稿では，こうした否認や無

視を避けるためには，どのような視座を持つことが必要か，さらには，ノ

ン・ヒューマンとの平和を生成するためヒトには何ができるのかという問

いについて考察したい。

以上を踏まえ，第1節ではヒトの諸活動が地球にどのような負荷（=暴

力）をもたらしているのかを考えるうえで重要なバイオームとアンスロー

ムの区分を確認する。第2節では人間社会において「複数の文化・単一の

自然」という理解が続く限り，化石燃料への依存も，脱炭素／低炭素社会

への移行も，結局は「緩慢な暴力」（Nixon［2011］）に帰結することを明ら

かにする。こうした暴力状況を脱するために，第3節では「複数の文化・

複数の自然」という視座について考察し，平和研究の先駆者たちも，この

「複数の自然」理解を論じてきたことを確認する。第4節では「複数の文

化・複数の自然」を理解する一つのアプローチとして，科学界で発見され

ている地球の複雑な動的平衡の仕組みの一端を紹介し，現在，地球が生命

にとって生存可能なのはノン・ヒューマンのエージェンシーの複雑な相互

作用の結果であることを論じる。また，ヒトは動的平衡（ミクロではダイ

ナミックに変化しているが，マクロに見ると変化していない状態）のプロ

セスを少しずつしか理解できないものの，そこで常にノン・ヒューマンが

決定的な働きをしていると認識することが，そうした否認や無視の態度を
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回避するうえで重要であることも論じる。第5節では，共に世界を構成す

るノン・ヒューマンとヒトとの関係性は不可分であることを近代法体系に

書き込んだ例として2008年エクアドル憲法と2017年ワンガヌイ川申立

調停法を取り上げ，権利主体と法人格がヒトに限定されなくなってきたこ

との意味を論じ，そこではノン・ヒューマンが周縁化されるどころか，む

しろ社会の中心に再配置されつつあることを明らかにする。第6節では，

こうした動きを通じて人間特有の精神・意志・所有などを起点に構築され

てきた近代法体系下の政治的諸概念の中身が変容する可能性を論じる。最

後に，ヒトはノン・ヒューマンなしには一瞬たりとも生存できないという

事実を深い次元で感じ取り，近代システムを内側から生成変化させる鍵と

しての「センス・オブ・ワンダー」に注目し，ノン・ヒューマンとの平和

構築という課題に取り組むことの意義を確認して，論を閉じる。

1 平和学にとっての人新世の意味——バイオームとアンスローム

生態学の分野では，①熱帯雨林，草原，砂漠などの自然の生態系パター

ンは総称して「生物群系／バイオーム（biome）」と呼ばれ，他方で②都市，

村落，農地，放牧地，半自然（里山など）といったヒトと生態系の持続的
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

な相互作用
0 0 0 0 0

（あるいは長期の土地使用の仕方）によって形成される生態

系パターンは「人為的生物群系／アンスローム（Anthrome）」と呼ばれる

（Ellis and Ramankutty［2008］）。「人新世」とは後者が顕在化した時代区

分を指す。アンスロームはヒトとノン・ヒューマンとのハイブリッドであ

り，複雑な関係性の上に成り立つ。ところが，学問体系にける文系／理系

の区分の導入により，「複数の文化・単一の自然」という世界理解の様式

が普及していった（Latour［1993］）。端的に言えば，これは，本来多様な

生命が織りなす生態系は複数形であるはずの自然を制御可能な「単一の自

然」と捉え，把握することを意味する。関係性の平和学からすれば，これ

は一方的に諸関係を無視する暴力の行使になりかねないが，ヒトはそのこ

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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とを認識できない。この問題にどう向き合うのかという問いこそが，人新

世が平和学に突きつけている挑戦であると言えよう。

2 脱炭素／低炭素社会に向けた採掘という「緩慢な暴力」

この点，現在の国際社会では「低炭素社会の実現」が至上命題となって

おり，それ以外の選択肢も含め，どのような社会を目指すのかについて熟

議することさえも許されない状況となっている。このような意味での「ポ

スト政治的状況」の深刻さは，「民主主義の欠損（democracy deficit）」の

状態とも言える（O’Lear［2016］）。もちろん温室効果ガス（GHG）を抑制

するための計測の精緻化（統治性）自体は必要である。しかし，どのよう

な社会を作るかについて，一方的に数字を振りかざしてシステムを押し付

けるとき，反発は避けられない。むしろ注目すべきは，そのための政策に

付随する「緩慢な暴力」が具体的にどのような形で露見するかであろう。

例えば，再生可能エネルギーである太陽光や風力発電の拡大に伴う①環

境破壊の懸念や②蓄電池製造のためのレアメタル採掘の問題が顕著になり

つつある。これは化石燃料使用へのオルタナティブとされるが，他方でそ

れに伴う自然破壊は，地球が自身を冷却するのに自己調整機能を働かせ

るための森林や大地，安定した水循環の破壊になりかねない。そうなれ

ば「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成も，「公正な移行（Just transi-

tion）」もありえなくなる。

しかし，途上国を中心に世界では開発国家による採取収奪主義が横行し，

問題は深刻化している（例えば，ガーゴ［2021］）。レアメタルなどの天然

資源の採掘を通した開発は，生物多様性の豊かな地域から先住民を追い出

し，自然に寄り添ったライフスタイルとして本来学ぶべき具体例を消し去

ると同時に（南［2021］），ノン・ヒューマンによって作り出されている動

的平衡までも失わせる。

このように人間 2を自然の上位に位置づけ，「単一の自然」を管理対象と
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して把握する姿勢にどのように向き合えばよいだろうか。次節ではこの認

識枠組みから抜け出すためのヒントを惑星的思考に求めてみたい。

3 地球という惑星から考える「複数の文化・複数の自然」の平和

惑星（planet）と一口に言っても，宇宙には様々な惑星が存在するが，

こと地球では，「植物（plant）」の「網・繋がり（net）」が張られているか

らこそ生命が生存できている。またこの planetは水と土と大気
0 0 0 0 0 0

に包まれ

ているから動植物は「ハビタブル（居住可能）」となる。対照的に「環境

（environment）」はヒトを取り囲むとの意味だが，この人間を中心に，周

囲を考えるという天動説的な発想は見直しが求められる。むしろヒトは地

球に生かされ，地球と共に動いているという地動説的な自然理解への転換

が求められる。その意味で，人新世の平和学では，自然をヒトの周りにあ

る単なる対象と見るのではなく，「生物–非生物の共生」関係の複雑性を自

覚し，ヒトも自然の網の目の中に位置するという問題意識が求められる。

地球とは生命に包摂されると同時にそれらを包摂もするという「動的平

衡」を体現した存在である。言い換えれば，地球上の生命は，相互作用を

通じた地球表面を覆う薄いバイオフィルム，すなわち動植物をハビタブル

に保つ空間（=クリティカル・ゾーン）を生成し，地球を包みつつ，自ら

もそこに包まれる。

その意味で，クリティカル・ゾーンとはその異種協働（multispecies 

relationship）を展開する空間のことであり，ノン・ヒューマンの視座と

は，あくまでヒトが異種協働するパートナーを理解するための入口でしか

ない。そしてヒトは，ヒトである以前に様々な「種（species）」の中の一つ

に過ぎず，食事や排泄という生理的な活動という観点に立てば実に多くの

生物と共通点をもつ。ある生物種は，その種単体では生存できず，実際は

無数の異種協働に依存する（Haraway［2016］）。しかしヒトは，その異種

協働関係を無自覚的に破壊する力を持つため，その中での自らの位置づけ

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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や役割を理解することが，関係性からなる平和を守るために極めて重要に

なる。地質年代として現在を「人新世」と呼ぶ積極的意味があるとすれば，

この点にある。

こうした異種協働について，実のところ平和研究の先駆者たち（例えば，

西川潤，村井吉敬，横山正樹など）は，世界の先住民と自然との共生関係

を深い次元で理解し，西洋的な開発主義に警鐘を鳴らしてきたのではない

か 3。こうしたパイオニアたちは「複数の文化・複数の自然」の姿を浮かび

上がらせ，近代的な意味での経済発展しかないという前提で組まれてきた

知の体系を問題の俎上に載せてきたのではないだろうか。その検証を本論

文で行う紙幅もなく別の機会に譲るしかないが，明らかなのは「複数の文

化・単一の自然」パラダイムの「声」があまりに大きいために，こうした

研究者たちの声は各学問が体系化されていけばいくほど，かき消されてき

たと言える。日本平和学会はこの「複数の文化・複数の自然」レガシーを

どう引き継ぎ，これらの先行研究をどのようにして「人新世」という新た

な問題構成の中に位置づけ直せるかが課題となる。

4 ノン・ヒューマンが生み出す動的平衡——「山川草木悉皆成
仏」の視座から

上記のような開発主義の問題を多くの人々が認識できるようになるには，

そもそも地球が人間にとっての「無主地」や「操作可能な道具」ではなく，

あらゆる生命が生存可能となるための「自然」が，地球の中で作動する動

的平衡の諸システムによって生成され続けていることへの理解が人々の間

で深まる必要がある。さもなければ地球は人間にとっての快適な空間を整

備するための道具としてしか認識されない。それを回避するために，動的

平衡のすべてを知ることは不可能だとしても，その一端を理解することか

ら始め，意識変革の契機にすることはできるだろう。したがって，以下で

は（1）地球とその外側との関係の動的平衡性と，（2）地球表面の薄いバイ
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オフィルム空間で営まれる諸関係の動的平衡性と，それを乱すヒトという

論点に注目することで，いのちの循環を確認し，そこに平和学がどのよう

に向き合っていけるのかを論じる。

4.1　「太陽／月／地球／海藻」の動的平衡——地球とその外側との関係性

地球の大気中に酸素が登場したことで嫌気性生物のみならず好気性生物

の繁栄が可能になったが，そもそもなぜ酸素は生まれたのか。現在，大気

中に占める酸素濃度は常におよそ21%に保たれているが，それは当然の

ことではなく，様々な条件が揃って初めて実現した。そもそも地球上で

酸素が生まれたきっかけは，諸説あるが27億年前頃にラン藻類であるシ

アノバクテリアが登場し，光合成をはじめたことだとされている（例えば，

安成［2018］151頁参照）。ただし，当時の地球では1日が約6時間だった

ため日照時間が短く，その影響は限定的だったとされる。その10億年後，

藻類が大繁殖し光合成を通じて大量の酸素を作り出した「大酸化イベント

（Great Oxidation Event: GOE）」が起き，現在の酸素濃度に近づいていっ

た。この GOEは突如起こったのではなく，地球の自転の速度が変化する

中で生じたことが明らかになっている。今から約24億年前に月と地球と

の関係性の中で，月の引力により地球の自転速度が減速し，約21時間で

1周するようになっていく。この時期が GOEと一致するとの議論がされ

ている。さらにその後，現在から約5億年前に地球と月の軌道のバランス

が変化し，1日の長さが24時間になっていったが，それと同時期に「新原

生代酸化イベント（NOE）」と「古生代酸化イベント（POE）」が発生した

（Klatt, Chennu et al.［2021］）。

これらの事例もそれぞれのフェーズで創発したある種の「動的平衡」と

言えよう。もちろん，これ以外にも様々な可視化されていない例も多くあ

るだろう。それでもこの酸素と窒素のバランス一つとっても，太陽と藻類

の光合成の関係性には，生命が生存可能となる太陽と地球の間の「絶妙な

距離（=ハビタブル・ゾーン）」に加え，月と地球の間に働いている「引力」

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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が影響して生まれた「自転の速度」が作用していることがわかる。これら

すべては奇跡の「協働」の結果であると同時に，現在の生物多様性が可能

になる条件でもある。この奇跡的状況を破壊しないとの意識が，今日のヒ

トにあるのかどうかである。

またヒト起源の大気中の二酸化炭素濃度の上昇は様々なところで指摘さ

れているが，近年ではさらにその影響で，海へと降下した大気が海水温の

上昇を引き起こし，軽くかつ温かくなった海水が湧昇流と呼ばれる冷たい

海水の上昇をブロックすることも明らかにされている。その結果，必要な

栄養の供給不足による植物プランクトンの減少，そして，植物プランクト

ンが放出する「硫化ジメチル（DMS）」（ラブロック［2006］）の減少による

低層雲の減少へと連鎖が起きている可能性も考えなければならないだろう。

実際，低層雲の減少により，地球の表面が太陽光を反射する割合を表すア

ルベドが1990年後半以降の20年で顕著に低下したことは近年の実証研

究により明らかにされている（Goode, Pallé et al.［2021］）。そのため太

陽光の約30%を反射することで温暖化を抑制していた低層雲が減少する

ことで，今度は海水が直接太陽光を吸収し，温暖化をさらに進めることが

危惧されているのである。

いずれにせよ自らの行動から生じている「緩慢な暴力」が，地球の自己

調整機能を狂わせ，他の多様な動植物の生存を危機に陥れているとすれば，

地球との関係性という観点から光合成も分解もできないヒトの生活様式の

見直しを迫る契機になることは避けられない。

4.2　「土／生物／樹木／水」の動的平衡——地球表面の薄いバイオフィ

ルム空間での諸関係

人間社会に都市生活が定着すると，土や微生物に触れる機会が失われる

と同時に，コンクリートやアスファルトが大地を覆うようになった。その

中で，かつてヒトに備わっていた自然との共生のための経験知や暗黙知は

失われ，多くのヒトには土・木・水・虫や菌類らが営む動的平衡への理
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解は薄れていった。加えて，人口増加によって食糧増産が半ば至上命題と

なってくる国家では，同じ土地から収穫できる農産物を増加させるために，

化学肥料である窒素肥料の投入量を増やしていく。しかし，窒素を使い過

ぎた代償は，当然環境問題や地球温暖化という形で現れていく。田畑にま

かれた窒素化合物は，じわじわと周囲に流出しながら直接河川に流れこむ

か大気中へと蒸発する。さらに，食肉用の豚や牛の飼育には人間が直接消

費する量の何倍もの農作物が必要になり，この問題に拍車をかける（例え

ば，山田［2011］）。

こうした農業生産高と販売高の増加を目指した窒素肥料の投入による経

済効率中心思考では，土中の微生物や土をかき回す虫たち，植物の根など

が水や空気をも媒介にしながら異種協働して土を豊穣にしていることが見

落とされる。経済学では，これをヒトの利益の土台となる偶然の条件と見

なし，「外部経済」と位置付け，あくまでヒトの諸活動の外側へと捨象する。

あるいは微生物や菌根菌などの超ミクロなパートナーを外部の存在として

認識できない場合は，捨象さえできずにヒトによる経済活動を「今ある現

実のすべて」として語り，論じ，実行していく。

こうした超ミクロなノン・ヒューマンとヒトのパートナーシップを理

解するには，地・水・火・風・空それぞれが果たす「平和」生成への作

用，あるいは「木と水」や「山と海」，土・水・大気・生態系の間の相互連

関が生み出している「平和」への理解と感性を養う（例：森里海連環（田

中［2008］）を学ぶ）ことなどが決定的に重要になる。本稿では，環境中に

存在する微生物群の働きに依拠して相互連関的に成り立つ「土・木・水・

虫・菌類らが営む」空間全体のことをバイオフィルムと呼んでいるが，関

係性の学問である平和学の内実を豊穣にするには，このバイオフィルム内

でのヒトとノン・ヒューマンとの間の平和的な諸関係を可視化する作業と，

そこから見えてくるノン・ヒューマンとのパートナーシップの積極的な構

築が強く求められる。

しかし，人間中心の平和学には平和創出の鍵を握るアクターとして，太

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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陽も月も地球も海藻も雲も土も水も大気も諸生物もほとんど登場してこな

い。せいぜい環境がヒトのための平和の論点に1つ追加される程度である。

平和とは関係性であると論じているにも拘わらず，である。（集団も含め

た）ヒトだけを暴力と平和の主体とする暗黙の前提の見直しが必要なのは，

これまで述べてきた動的平衡の存在を無視できないほど気候変動や感染症

の危機が深刻化し，ノン・ヒューマンからのシグナルが可視化されている

からでもある。両者の間に抜き差しならない対立関係が立ち現れているか

らこそ，この緊張関係を「政治的なるもの（the political）」として捉えな

ければならない。

4.3　循環とは「山川草木悉皆成仏」のことである

かつて梅原猛は『森の思想が人類を救う』で21世紀における人類の危機

として，「核戦争の危機」，「環境破壊の危機」，そして「精神崩壊の危機」

の3つを挙げた（梅原［1995］）。3つの危機は連関するが，特に第2の危

機と関連して，彼は大乗仏教の「山川草木悉皆成仏」の概念に注目する。

ノン・ヒューマンは，この世に生まれ，その一生を閉じるが，その間にま

た新たないのちが誕生し，その生涯を終えるという意味での「循環」を繰

り返す。「山川草木悉皆成仏」とはこの循環を指す。こうした梅原の議論は，

文明的発展が危機に陥る中で「技術的応急措置（technical fix）」でしかソ

リューションを提起できないという思想の貧困という危機に対して，ヒト

がノン・ヒューマンを道具として使い倒す対象と捉えるのではなく，パー

トナーとして迎え入れられるのか否かという課題を提示したものとして再

定置できる。言い換えれば，それはノン・ヒューマンを能動的参加者とし

ては認めず，その存在を捨象する（=脱アニメート化する）ような姿勢と

決別することを意味する（ラトゥール［2017］118頁）。ここでもやはり関

係性としての平和学が，ノン・ヒューマンとの関係をどのように紡ぎ出せ

るのかが問われる。

生物界での食物連鎖は，見事に自らの生存のために他のいのちを殺める
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が，それは仕方のないことでもある。しかし，ヒトは自らの生存という理

由をはるかに超え，それ以外のいのちを「様々な理由」で奪う。これはヒ

トにしかできない行為である。テクノロジーを発展させ，自らは進歩して

いると錯覚するが，その過程でヒトの中に「何かに生かされている」とい

う意識が醸成されることは極めて困難となっていく。なぜなら，ヒトはヒ

トである以前に生物であり，1つの種でもあることから，五大（地水火風

空）がなければ生きられないにもかかわらず，自然（ピュシス）以外のと

ころに「力」を見出し，その力を求めるために言語や理性（ロゴス）に囚わ

れ，限界へと突き進んでしまうからである。ヒトは，それらが群れとして

組織された際に必要な「権力（power）」や「生権力（bio-power）」にばかり

に目が向く（しかもそれは際限なく続く営為である）のに対して，いわゆ

る「大地の力（geo-power）」にはほとんど目もくれない。

したがって，サーキュラー・エコノミーや循環型社会といったスロー

ガンで語られる「循環」は，ヒトの中でゴミがあまり出ないようにモノや

サービスをぐるぐる回すといった程度の循環，しかも現在世界での循環だ

けしか射程に入っていない。そこに（有機物を無機物に分解することを含

む）地球の循環や，過去・現在・未来とヒトが勝手に作った時間軸とは関

係なく営まれるいのちの循環までは入らない。言い換えれば，資源の使用

（生産・消費・再利用まで）は意識するが，生成・分解・次の生命の誕生

といったことには意識がないともいえる。「生産と再生産」パラダイムが

ロゴスのフィールドであるとすれば，「発生と再生」パラダイムはピュシ

スのフィールドである。後者では，ノン・ヒューマンがいのちの「循環」

を司るが，ヒトはそれを今や阻害する働きをする。こうした状況に対して

平和学は，ヒトとノン・ヒューマンとの間の平和構築というテーマの下で，

新しい展開を図ることが求められる。

他方，こうした状況下で，人間がいわゆる「法」という言語によって自

らの手を縛り（いわゆる「光るロゴス」），ノン・ヒューマンとの平和を構

築していく一つの可能性が浮かび上がっている。近代的発展を可能にした

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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人間のロゴスのすべてが問題なのではなく，法というロゴスは逆に人間の

愚かさにブレーキをかけてくれることがある。この動きを進めるのは，自

然に畏敬の念を持つ先住民たちである。以下では，この点に焦点をあわせ，

近代法体系が変容しつつあることを論じる。

5 近代法体系変容の兆し

科学技術・自由民主主義・近代主権国家システムはあくまで「一つの宇

宙（universe）」に過ぎず，実際は「多宇宙／多元世界（pluriverse）」（Bla-

ser and de la Cadena（eds.）［2018］）が広がっており，それらにどう向き

合えるかが，目下，喫緊の課題となっている（Cf. Escobar［2020］）。しか

し，自覚的ないし無自覚的なモダニストたちには「主権国家・市場・（国

際）社会のトリアーデ」が思考の出発点となるため，こうした多宇宙がい

くら論じられたところで，そうした言説は雑音として認知され，脳内でノ

イズ・キャンセリングが作動してしまう。

この思考様式を規定する文化的暴力に対して，注目に値する事例が近年

次々と現れている。それがいわゆる「近代法体系へのノン・ヒューマンの

書き込み」である。この点について以下では，憲法と立法における事例を

取り上げたい。

5.1　憲法へのノン・ヒューマンの権利の書き込み——2008年エクアド

ル憲法の可能性と課題

2008年，エクアドルでは世界で初めて「自然の権利」が規定された新

憲法が成立した。この権利は，エクアドル2008年憲法において「パチャ

ママ」に帰属すると規定された。パチャママとはエクアドルの先住民の言

語ケチュア語で「母なる大地」を意味する（英語ではMother Earth）。パ

チャママというノン・ヒューマンが権利の主体者となったことで，生命

の誕生，存続，再生の全体が「自然の権利」として憲法に明記されたので
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ある（新木［2014］54頁）。この「母なる大地」は人間を含む自然の総体を

指すアンデス独自の概念であり，同じくケチュア語で「よき生を生きる」

という意味であるスマック・カウサイ（Sumak Kawsay）にとって不可

欠であると規定されている（Asamblea Nacional［2008］ p.1）。なお，ス

マック・カウサイをスペイン語に訳したものがブエン・ビビール（Buen 

Vivir）である。また環境関連の規定として，水の権利，食糧安全保障，エ

ネルギー安全保障といった概念も明記されており，こうした人権が「自然

の権利」を補完する（新木［2014］55頁）。以下では，憲法成立の背景と

注目に値する条文を挙げる。

5.1.1　2008年憲法成立の背景①「自然の権利」

エクアドルでは1998から1999年にかけて銀行危機が発生し，その後

の債務不履行によって政権が安定せず，人々の間では不安定な経済生活が

続いた。そうした中，2006年の大統領選でラファエル・コレア（Rafael 

Correa）が反米や富の再分配を旗印に勝利し，ベネスエラのチャベス政権

をはじめとする世界の反米政権との友好関係の構築や，石油輸出国機構

（OPEC）への再加盟などに尽力した。こうした文脈で新憲法制定の動き

が高まるなか，エクアドルにある「パチャママ財団（Fundación Pacham-

第10条： 「自然は、憲法が認めるそれらの諸権利の主体となる」

第71条： 「自然すなわちパチャママは、生命が再生され生み出される場であり、その生

存、およびその生命サイクル、構造、機能と創成プロセスの維持と再生を統合

的に尊重される権利を有する」

第72条： 「自然は回復の権利を有する」

第73条： 「国家は、種の絶滅や生態系の破壊あるいは自然のサイクルの恒常的改変につ

ながりうる諸活動を予防かつ制限する処置を講ずる」

第74条： 「人間、共同体、先住民集団は、よき生き方 (Buen Vivir)が可能としてくれる

自然の冨と環境を享受する権利を有する」

図1　2008 年エクアドル憲法の抜粋（新木［2014］53–54 頁を基に筆者作成）

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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ama）」がアドボカシー運動を展開し，合衆国を拠点に活動する「コミュニ

ティと環境の法的防衛基金（Community Environmental Legal Defense 

Fund: CELDF）」からの助言を基に「自然の権利（rights of nature）」の憲

法への書き込みを憲法制定議会に提言した（Espinosa［2019］ p.611）。

この背景には，自然を「天然資源」として規定し，それを人間の所有権

概念で扱う法的なパラダイムが存在する限り，環境を適切に守ることはで

きないという問題意識があった。CELDFの専門家は，法廷闘争において

被害や不利益を受けた被害者にその事実の立証責任を要求するような法的

概念自体に問題があると指摘する。CELDFの見解では，自然の側に被害

の立証を要求するという仕組みの中に，人間中心主義が内在しているとし

たのである（Espinosa［2019］ p.612）。

同じノン・ヒューマンである企業には法人の地位が与えられるが，自

然には付与されないというのがダブル・スタンダードであることは，今後，

問われなければならない論点と言える。こうした法体系を構造的暴力の1

つとして捉えられないとしたら，それは法体系そのものがノン・ヒューマ

ンへの暴力的を是認していることが問題として人々に認識されていないと

いう意味で，それが文化的暴力になっている点は別途議論していく必要が

あるだろう。

かつてアフリカ系アメリカ人が奴隷の身分に置かれていた時代とのアナ

ロジーで言えば，われわれが奴隷たちを所有物として取り扱っている限り，

奴隷を保護できなかったのと同様に，自然を所有物として取り扱い続ける

限り，それを保護できないことになる（Espinosa［2019］ p.612；ナッシュ

［1999］エピローグも参照）。

もちろん憲法制定議会では，自然は声もなく，意思もない存在であるか

ら人間と同等に扱うことはできないという見解を表明する者もいた。しか

し，議会の多数は CELDFが提起した自然の権利を憲法に書き込むこと

を選んだ。まさしく，経済活動による利益を前提として登場してくる「自

由」権では環境保全を徹底できないという意味で限界があるため，憲法制
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定議会のメンバーは「人権」と潜在的には衝突しかねない「自然の権利」を

打ち立てたのである。つまり，自由には限界（limits of freedom）がある

一方で，「制限の自由（freedom of limits）」を民主的に憲法に書き込むこ

ともできるのである（Lambacher［2016］）。鍵を握るのはやはりヒトの側

の決定にある。

こうして提案された憲法は，一般的な環境法を二つの意味で変更する

こととなった。第一に自然を権利を保有する法的主体として認識し，第

二に自然の権利を執行し，エコシステムの代理人として訴訟することがで

きる法的地位をローカル・コミュニティに付与したのである（Espinosa

［2019］ p.612）。

5.1.2　2008年憲法成立の背景②「先住民の権利」

2008年憲法成立の2つ目の背景として，「エクアドル先住民同盟（Con-

federación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador: CONAIE）」の運

動が挙げられる。CONAIEは，500年以上にも渡る先住民族支配を問題

として掲げ，スペイン統治下であろうとエクアドル独立後であろうと，そ

れは主人の単なる変更に過ぎず，先住民族が搾取・支配される構造は変わ

らなかったと論じる。そして，自然との良き関係を保つための先祖から伝

わるコミュニティ実践を尊重する発展モデルを構築しなければならないと

主張する（CONAIE［2007］ p.23）。

そうした運動で何度も強調されている概念が「多国民性（plurinacional-

idad）」であり，「多国民国家（el Estado Plurinacional）」である。これは，

知のシステム，言語，伝統，アイデンティティもすべて異なるエクアドル

先住民それぞれの文化を尊重し，それらの違いを受容し，包摂する社会を

実現するという政治的プロジェクトを表している。エクアドルは一国であ

るが，その中に複数の民が共存しているという意味を持たせようとしてい

るのである。そのプロジェクトの一つが，母なる大地パチャママに権利を

付与することだったといえる。商品としてではなく母としての
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大地が先住

民の権利の中に登場することには，ヒトも自然の一部であることが示唆さ

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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れている。つまり，ノン・ヒューマンの権利の書き込みを通じて，母に包

まれる子を守るという形で，結局はヒトをも守ることに繋がるのである。

5.1.3　2008年憲法成立の背景③「環境保護運動」

3つ目の背景として，2005年に「エクアドル自然・環境保護協会（Co-

ordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Medio 

Ambiente: CEDENMA）」が人民集会を開き，マングローブ，アマゾン熱

帯雨林，水の保全，アグロエコロジー，コミュニティツーリズム，反採

掘などに従事する8つの環境活動ネットワークによって「国民環境会議

（Asamblea Nacional Ambiental: ANA）」を設立したことが挙げられる。

ANAが提起した問題は，エクアドル国民がこれまでの経済開発で何の恩

恵も受けられなかったという点であった。なぜなら，国家がグローバル市

場と向き合い，開発を進める構図がある以上，マジョリティの国民のため

に「開発」の対象となる先住民と自然が犠牲になることは避けられないか

らである（Asamblea Nacional［2015］ p.36）。この長年にわたる環境破壊

への危機感からも2008年憲法が登場してきたことが見えてくる。

こうした3つのルートを経由してノン・ヒューマンの権利が憲法に結

晶化した。それは2000年代の経済破綻と深刻化した環境破壊への抵抗運

動の一つの到達点といえる。ところが，皮肉にも近年は，同じ「自然の権

利」という言葉がエクアドルの将来世代に自然を残すという人間中心的な

意味合いの，サステナブルな「発展の権利」として読み替えられ，石油採

掘が行われている（Laastad［2020］ p.421）。「資源採掘型産業」の隆盛は

新しい資源輸出ブームと密接に関連し，新自由主義時代の諸政権だけでな

く，脱新自由主義を担う左派政権でも強力に推進された。というのも，資

源開発は社会政策（分配や貧困対策）に不可欠なものと考えられ，自然へ

の配慮はなおざりにされたからである（新木［2014］62頁）。ここでのブ

エン・ビビールは，人々の経済水準の向上という意味へと読み替えられ骨

抜きにされたと言えよう。2017年にレニン・モレノ（Lenín Moreno）が

新大統領になってからは，前政権の反米左翼色を親米右翼へと変え，政策
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を180度転換したが，資源採掘型経済は温存された。

こうした状況はあるにしろ，憲法に「自然の権利」が書き込まれた意味

は大きい。なぜなら，資源採掘活動は環境保全と常に緊張関係にあること

がデフォルトになり，フリーハンドで資源開発に取り組むことはできなく

なったからである。

5.2　立法を通じたノン・ヒューマンへの法人格の付与：ニュージーラ

ンドのワンガヌイ川のケース

2017年，先住民族のマオリとニュージーランド政府との間で合意がな

され，「2017年ワンガヌイ川申立調停法（Te Awa Tupua Act 2017）が成

立した。1840年に大英帝国王室とマオリの間で取り交わされたワイタン

ギ条約の締結以来，150年以上にわたるコロニアルな統治がもたらした

諸問題に対する決着点ともいえる。同法では，ワンガヌイ川は不可分の

生きた実在であり（第12条），権利を持つ法人であることが明記され（第

14条），その権利はマオリと政府がそれぞれ1人ずつ任命した2人の後見

人（Te Pou Tupua）によって法的に執行されうると規定された（第18条

以降）（New Zealand Government［2017］）。川の息づかいやいのちへの

深い理解に基づいて，川の権利侵害について後見人が適切に応答すること

になる。またワンガヌイ川は，そこに住むワンガヌイ部族（Whanganui 

Iwi）の健康と幸福（health and well-being）に不可欠であることも明記

された（第13条）。ここでは川を守ることがマオリの人々を守ることに

なり，マオリの人々を守ることが川を守ることにもなることが示唆され

ている（Hsiao［2012］ p.371）。川を守るヒトのことを Kaitiaki（精神的

な後見人）と呼ぶ。こうすることで，経済活動に従事する人間の「幸福

（well-being）」と環境保全が相反しないのである（Argyroua and Hum-

mels［2019］ p.760）。

この立法措置は，これまでの法人格に関する考え方の根本的な修正を要

求した。なぜなら，同法がマオリと川が不可分であることを法的に表現す

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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る際，「私は川であり，川は私である」（ko au te awa, ke te awa ko au）と

明記したからである（第70条（b））。このマオリの考え方を一般的な法体

系に書き込んだことで，ノン・ヒューマンをヒトにとっての所有物と捉え

てきた従来の法解釈は通用しなくなり，ヒトもノン・ヒューマンも同等の

法的地位を与えられることになった。法体系の中に先住民の世界観が受容

されることで，「ヒトであること（personhood）」の定義が変容し始めてい

るのである（Kramm［2020］ p.311）。

ただし，西洋的な「個」の概念とまったく同じものとしてこの法人格を

捉えるべきではないだろう。というのも，マオリには，生物（animate）

と無生物（inanimate），既知と未知の現象，地上界と精神世界のすべて

を結びつける「ワカパパ（whakapapa）」という概念が根底にあるからだ。

ワカパパはすべてのものを結びつけ，ヒトもその関係性の網の目の中に

位置付けられる。そしてそれは，代々，先祖から後世へと伝わっていく

（Kramm［2020］ p.308）。マオリの世界観からすれば，ヒトも川も同じく

先祖となる。ワンガヌイ川はマオリの人々にとって先祖なのだ。それはヒ

トにとってヒトのみが先祖であると考えるパラダイムとは異なる。ワンガ

ヌイ川は，長い歴史の中で一貫してマオリの人々に生きていくうえでの糧

を提供するという自らの義務を果たしてきたし，そこから，川には汚染や

破壊から守られる権利が生じる（Kramm［2020］ p.312）。しかもそれは1

回限りのものではなく，先祖代々と続く権利義務関係である。ただし，こ

の権利義務関係も，西洋的な法体系の文脈だと単なる互恵的関係と表現さ

れかねない。その意味で，マオリの文化からすれば，川を西洋的な意味で

の「個」という主体として立ち上げる発想自体に暴力性が備わっていると

もいえるだろう。一方的な汚染・破壊を防ぐため，ワンガヌイ川に一見西

洋的な法人格を戦略的に付与するものの，その基となる認識枠組みは既存

の法人格理解とはラディカルに異なるのである 4。

こうした新しいパラダイムの登場は，自ずと人間中心主義的アプロー

チの見直しを要求する。例えば，アマルティア・セン（Amartya Sen）の
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ケイパビリティ・アプローチは，人間の自由の促進が前提にある（Sen

［2000］）。他方，マーサ・ヌスバウム（Martha Nussbaum）は動物にも尊

厳の概念を拡張して権利の保障を説く（Nussbaum［2007］）。しかし，こ

れらの議論では，ケイパビリティがないと見なされた自然はヒトや動物の

下位に位置づけられてしまう。自然は道具であり，尊厳が認められる主体

にはならないのだ。「能力（capability）」がなければ尊厳は認められない

という議論では，その有無で主体としての「重要度」を決めてしまうとい

う罠から逃れられない。この「地球（Earth）」上にあって共に動的平衡の

プロセスに参画しているという観点からすれば，たとえ虫・土・ヒトを並

べたとしても，そこに上下や優劣などは存在しないのだ。

憲法や法律の中にノン・ヒューマンの権利主体性や法人格性を書き込

むことで，ロゴスの中にピュシスが入り込み，また同時に「ピュシスで

ある自然」とヒトとの架橋を「法というロゴス」によって行うことができ

る。山も川も草も木もすべてが先祖であるとしてヒトもその末席に入って

いくという「倫理的先祖主義（ethical ancestorialism）」（Kramm［2020］

 p.313）に基づいた共生関係が人新世における平和のあり方として今後，

注目されることになるだろう。

6 何がラディカルな近代法体系変容の鍵を握るのか

以上のように，エクアドル2008年憲法と2017年ワンガヌイ川申立調

停法の成立過程や特徴を見てきたが，両者の共通点はノン・ヒューマンが

法人格性と権利主体性を持つ点にある。対照的に，近代の権利概念の出発

点の一つは，ジョン・ロックが論じたように，身体が精神の排他的所有物

であるとしたところにある。この精神による身体の「所有と支配」という

構図が，結果的に人間の自然支配を正当化する概念的な土台を提供するこ

とになった（川村［2019］211頁）。「無生物」である自然（土地）に労働を

加えることで，自然を材料に生産を行ってはじめてそこに価値が発生す

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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ると論じた。そして人間には神から与えられた土地を耕す責務があり，そ

こから土地は，生産性を上げた身体を所有する精神としての人間に帰属す

ると論じられたのである（ロック［2010］）。これが啓蒙思想という観点か

ら「所有権」を正当化する根拠であり，ひいては人間の自由の基盤となっ

た。こうして自ずと，自然を材料に労働を媒介として生産性を拡大するこ

とは何ら問題ではなくなり，むしろその拡大が推奨されることになったの

である（川村［2019］212頁；西谷［2016］も参照）。この点，例えば西谷

修もアメリカ合衆国における西部開拓をテーマに所有権が自由の基盤であ

ることの問題を指摘しているように，そうして導出された「自由」には原

罪があるといえる（西谷［2016］187頁）。なぜなら，そもそも大地が「無

主地」と見なされ，それが無制約に人間に領有されることがなければ，自

由もアメリカ合衆国という国も誕生していないはずだからである。だから

こそ，「無主地」ではなく「息づく万物」や「大地そのもの」の権利回復が

求められてくるのだ。

以上の背景を考えると，所有権概念を起点に作られてきた権利の体系

（自由権や参政権），さらにはその有権者であるデーモスが構成する国家と

主権の概念も根源的なレベルから批判的に再検討する必要があることが分

かる。

この議論を図式的に整理すると図2のようになる。いわゆる「精神」と

そこから導き出される「所有権」を持つ者だけが保持できると考えられた

法人格性と権利主体性が，それらを与件とすることなく付与されているの

がエクアドルやニュージーランドのケースである。これは当然，政治的代

表，民主主義，主権，国家の主体性にもかかわる問題であり，形式的には

これら諸概念は消えないものの，それらを構成する主体は実質的に変容し

ていく可能性が示唆される。あらゆる生命と非生命が主体になりうるとす

れば，もはやそれは主体と客体を立て分ける近代システムの内破にも繋が

りうることを意味し，それは主客未分化を唱えた仏教や西田幾多郎の議論

などにも接続することになる。
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おわりに——結局，センス・オブ・ワンダーが人類を救う

福岡伸一はこう述べる。「この世界の秩序あるものには等しく，それを

破壊しようとする力が情け容赦なく降り注いている。エントロピー増大の

法則である」（福岡［2011］76頁）。時間が経つにつれ，形（=秩序）ある

ものは壊れていく。この法則に対抗するために生命は，

わざと仕組みをやわらかく，ゆるく作る。そして，エントロピー増大

の法則がその仕組みを破壊することに先回りして，自らをあえて壊す。

壊しながら作り直す。この永遠の自転車操業によって，生命は，揺ら

ぎながらもなんとかその恒常性を保ちうる。壊すことによって，蓄

積するエントロピーを捨てることができるからである。では，なぜ生

命は，絶えず壊されながらも，一定の平衡状態，一定の秩序，一定の

恒常性を保ちうるのか。それは，その仕組みを構成する要素が非常に

大きな数からなっていて，また多様性に満ちているということにある。

（中略）生物は地球環境というネットワークの結節点に位置している。

結び目が多いほど，そして，結ばれ方が多岐にわたるほど，ネット

ワークは強靱でかつ柔軟，可変的でかつ回復力を持つものとなる。す

なわち，地球環境という動的平衡を保持するためにこそ，生物多様

性が必要なのだ。（中略）生物多様性は，動的平衡の強靱さ，回復力

の大きさをこそ支える根拠なのだ。それゆえに，もし多様性が局所的

に急に失われると，それは動的平衡に決定的な綻びをもたらす（福岡

［近代国家システムのプロトタイプ］

　精神・所有権→権利主体→代表→人民主権→国家

［浮上しつつある新たな統治システム］

　条件なし→権利主体→代表→ヒトとノン・ヒューマンによるハイブリット型の主権→国家

図2　近代法体系の現在とその先の相違点（筆者作成）

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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［2011］76–79頁）。

ヒトの内部は，外部とも動的平衡を保ちながら，常に安定した関係を作

ろうとする。身体の中では微生物や細胞との協働，そして外ではあらゆ

るアクターとの協働など，完全に理解することなど不可能なほど，その

関係性は無数に存在する。ヤーコプ・フォン・ユクスキュル（Jakob von 

Uexküll）ならば，それらを，無数の「環世界」，しかも「永遠に認識され

えないままに隠されている」ものとしての「自然」と呼ぶだろう（ユクス

キュル／クリサート［2005］158頁）。たとえ認識できなかろうと，こう

したノン・ヒューマンなしにヒトは一瞬たりとも生きていけないのだ。

斎藤幸平は，環境破壊の張本人はやはり資本主義であるとして，マルク

スの再解釈を行いながら，「無限の経済成長ではなく，大地= 地球を〈コ

モン〉として持続可能に管理すること」を提唱し，脱資本主義化した「「合

理的」な経済システム」を提唱している（斎藤［2020］190頁）。確かに資

本主義が生み出した様々なひずみに目を向けることなくして，気候危機

への対処などできるはずもない。しかし，彼の議論はヒトと資本が生み

出す諸問題（含：物質代謝の亀裂という問題）については考えるための素

材を提供してくれるが，大地= 地球の動的平衡が語りかけてくること
0 0 0 0 0 0 0 0 0

につ

いては，ほとんど何も教えてはくれない。それはあくまで管理対象であり，

パートナーではない。管理対象ということは，それは統治対象という意味

でもあり，おのずと操作的介入の余地が出てくる。しかし，管理・統治さ

れたピュシスは時間が経過すると，より大きなリベンジを仕掛けてくる可

能性が常に存在する（福岡［2011］72頁）。自然を〈コモン〉と認識するヒ

トは，自らを〈コモン〉=ピュシスの一部と考えていない以上，大地= 地球

から切断されてしまうという問題にどのように向き合えばよいだろうか。

ヒトはピュシスの一部であるにもかかわらずである。

ここでは土と人の労働というケースを考えてみたい。先に触れたロック

の労働価値論に依拠すれば，土地に労働という手を加えて生産性を拡大す
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ることは人間のみがなしえる行為として認識・推奨されることになる。た

だし，上述したように，土地の生産性を高めようとして窒素肥料を大量に

使用すれば，地上部の植物体量が増加し，植物種間の競争が激しくなり，

競争に強い種は生き残るが，そうでない種は駆逐され生物多様性が減少し

ていく（いわゆる農地の集約化後の効率化による生物多様性の減少）。し

かし他方で，里山などの草地を10年以上も放棄し森林化が進むと，草原

性植物は太陽の光量が減ることで生物多様性が減少する（農地の放棄によ

る生物多様性の減少）（須賀，岡本，丑丸［2019］196–198頁）。マルクス

の物質代謝の亀裂論に依拠すれば，過剰な窒素肥料の投与の問題は認識で

きるが，農地の放棄が生物多様性に与える負の影響についてどう考えれば

よいのだろうか。「農地は使いすぎても使わなさすぎても生物多様性に悪

影響を及ぼす」という問題にどのように向き合えるのだろうか。また，農

地の集約化による物質代謝の亀裂という問題の場合でも，「農地」と認識

される土の中には，ミミズやダンゴムシもいれば根も菌糸もあり，ヒトに

よる肥料の過剰投下後にそこで展開される動的平衡の破壊と回復といった

ダイナミックな物語にはどのように向き合えばいいのだろうか。

こうしたダイナミックな世界は，資本主義にまつわる問題の延長として

「地球」を眺めているだけでは理解できない。資本主義の問題性を見据え

ることはきわめて重要である一方で，その代わりとなる議論としては脱成

長コミュニズム論こそが唯一の正しい解決策であると鵜呑みにしてしまっ

た時点で，それ以外の様々な議論が見えなくなってしまい，今度はそれが

「新たな大衆のアヘン」になりかねない。資本主義や近代国家といった現

代社会に深く打ち込まれている建造物の脱構築はなかなか難しい。しかし，

第5節で取り上げたエクアドルやニュージーランドのケースからもわかる

ように，これら近代システムが内側から生成変化する可能性はある。そこ

で法体系の中身が変化していったのは，そこに住む人々の世界観・文化実

践・諸運動が結晶化したからである。何もないところに変化は起きない。

そうした変化を呼び起こすものは何か。ヒトの力の増大した人新世時代

1 ノン・ヒューマン（と）の平和とは何か
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にあってヒトの行動変革がなければ，こうした問題に対処することはでき

ない。しかし，ノン・ヒューマンとの平和を創るための行動変革はどのよ

うにして起きるのか。結局のところ，人間の認知能力と変革の契機は切り

離せないものの，言語能力（ロゴス）とは別にヒトに備わっている「感受

性（receptivity）」を豊かにしていくしかない（前田［2021］）。

いくら資本主義が垂れ流す問題を頭でわかったとしても，「自然に対す

る驚きであったり，畏敬の念であったり，美しさに心を打たれる」という

ことを意味する「センス・オブ・ワンダー= 神秘さや不思議さに目をみは

る感性」（カーソン［1996］）がなければ，変革への行動を始める一人一人

は立ち現れない。この感性の涵養は，日々の地道な作業でしかなしえない

が，ノン・ヒューマンとの平和の醸成には不可欠であり，それを「行為の

導き」を司る起点とし，生活の変革から社会制度の再創造へと繋げていく

他に道はないのではないのだろうか。

注
 1  本稿でのノン・ヒューマンとは，ヒト以外の生命［動植物や微生物
など］のみならず，生命の定義には入ってこないウィルス，さらには
大地・水・太陽・大気といった循環を支えている非生命までを含む広
い概念として使用する。

 2  本稿では，理性的存在として捉える場合に「人間」と呼び，食事・
消化・排泄といった生理的存在としての動物的・物理的な生を強調す
る場合に「ヒト」と呼ぶ。

 3  川田，鶴見編［1989］『内発的発展論』は，この最たる例といえる。
 4  ニュージーランドに留まらず，ノン・ヒューマンへの法人格の付
与や権利設定は，各国で様々な相違点があるが，オーストラリア，コ
ロンビア，インド，バングラデシュなどでも近年行われている。代
表的なものとして以下を参照（O’Donnell and Talbot-Jones［2018］; 
Islam［2020］; Smith［2017］）。
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